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告    示 

建築基準法第42条第１項第４号の規定による道路の指定について（建

築指導課） 

那覇市告示第 128 号  

令和元年７月２日  

掲 示 済  

 

 

建築基準法第 42条第１項第４号の規定による道路の指定について 

 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 42条第１項第４号の規定による道路を

次のとおり指定したので、公告する。 

 その関係図書は、那覇市まちなみ共創部建築指導課に備え縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 指定道路の種類：第 42条第１項第４号の規定による指定に係る道路 

 

２ 指定の年月日：令和元年７月２日 

 

３ 指定道路の位置：別図参照 

 

４ 指定道路の延長及び幅員： 

一般国道 331号（小禄道路側道部）延長 320ｍ、標準幅員７ｍ 
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市道の路線認定及び廃止に関する告示（道路管理課） 

那覇市告示第 130 号  

令和元年７月５日  

掲 示 済  

 

 

市道の路線認定及び廃止に関する告示 

 

 

 道路法（昭和 27年法律第 180号）第８条及び第 10条の規定に基づき、本告示の 

日をもって市道の路線を次のように認定及び廃止する。 

その関係図面は、告示の日から２週間、那覇市都市みらい部道路管理課において 

一般の縦覧に供する。                                            

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１．認定する路線 

 

整理番号 路 線 名 
起  点 

終  点 
重要な経過地 

2383 真地15号 字真地140番12～字真地147番３ 
 

2384 真地16号 字真地185番７～字真地177番１ 
 

                         

 

２．廃止する路線 

   

整理番号 路 線 名 
起  点 

終  点 
重要な経過地 

48 真地新川線 字真地185番７～字真地177番１  
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地籍調査の実施について（地籍調査課） 

那覇市告示第 134 号  

令和元年７月 12 日  

掲 示 済  

 

 

地籍調査の実施について 

 

 

国土調査法（昭和 26年法律第 180号）第６条の４第１項の規定により、下記の

とおり地籍調査を実施する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

記 

 

１ 事業計画が告示された年月日  令和元年６月 28日 

 

２ 調査を実施する者の名称  那覇市 

 

３ 調 査 地 域  那覇市 

（識名１丁目、長田１丁目及び字寄宮、        

曙１丁目、曙２丁目、港町１丁目及び港町

２丁目、港町１丁目の一部並びに曙３丁目、

港町２丁目の一部及び港町３庁目） 

 

４ 調 査 期 間  令和元年 7月 12日から 

令和２年 3月 31日まで 
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令和元年度那覇市一般会計補正予算(第２号)（財政課） 

那覇市告示第 163 号  

令和元年８月１日  

 

 

令和元年(2019年)６月那覇市議会定例会で議決された令和元年度那覇市一般会

計補正予算(第２号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

令和元年度那覇市一般会計補正予算(第２号) 

 

令和元年度那覇市の一般会計の補正予算(第２号)は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 160,250千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 147,166,601千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第２表 債務負担行為補正」によ

る。 

（地方債の補正） 

第３条 既定の地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 
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令和元年度那覇市一般会計補正予算(第３号)（財政課） 

那覇市告示第 164 号  

令和元年８月１日  

 

令和元年(2019年)６月那覇市議会定例会で議決された令和元年度那覇市一

般会計補正予算(第３号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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令和元年度那覇市一般会計補正予算(第３号) 

 

令和元年度那覇市の一般会計の補正予算(第３号)は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 51,097千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 147,217,698千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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公    告 

那覇市壺屋児童館指定管理者募集について（こども政策課） 

 

那覇市公告第 189 号  

令和元年７月８日  

掲 示 済  

 

 

那覇市壺屋児童館指定管理者募集について 

 

 令和２年４月 1日からの那覇市壺屋児童館の管理を行う法人その他の団体を次の

とおり募集いたします。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 名称及び所在地 

(１)名称 那覇市壺屋児童館 

(２)位置 那覇市壺屋１丁目５番 13号  

２ 管理の基準及び業務の範囲 

  那覇市児童館及び児童遊園条例第 16条に定めるもののほか、那覇市壺屋児童館 

指定管理者募集要項(以下｢募集要項｣という。)のとおり。 

３ 指定の予定期間 

  令和２年４月 1日から令和７年３月 31日まで（５年間） 

４ 応募資格 

応募者は、指定期間中、児童館の管理を円滑かつ安定して実施できる法人その

他の団体であって、次の要件に該当するものとします。 

(１) 沖縄県内に登記簿上の本店又は主たる事業所等を有している法人、又は

その他の団体で事務所を県内に有するもの。 

(２) 国税及び地方税の滞納が無いこと。 

(３) 複数の法人その他の団体で構成されるグループで応募する場合は、グル

ープの名称を設定し、代表者を選定すること。なお、すべての構成員は、

沖縄県内に登記簿上の本店又は主たる事業所等を有する法人、又はその他

の団体で県内に事務所を有するものであること。基本協定書の締結は、代

表者を中心に行うこととなりますが、他の構成員も提案した事業計画の実

施に連帯して責任を負うこと（当該グループの法人その他の団体は、別の

グループでの重複又は単独で応募することはできません）。 

５ 欠格事項 

次のいずれかに該当する団体(グループ応募する団体の場合には、代表者のほ

か、構成員のいずれかが次に該当した場合)は、応募を行うことができません。 

(１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項(同項を準

用する場合を含む)の規定により、那覇市における一般競争入札等の参加

を制限されている団体 
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(２) 那覇市から指名停止措置を受けている団体 

(３) 国税及び地方税を滞納している団体 

(４) 会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続中の団体 

(５) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号）第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体 

(６) 代表者及び役員に破産者又は禁固以上の刑に処せられている者がいる

団体 

(７) 那覇市の指定管理者の公募に応募しようとする日から過去１年以内に、

指定管理者の責に帰すべき理由により、指定管理者の指定の取り消しを受

けた法人等 

６ 申請の方法 

  那覇市壺屋児童館指定管理募集要項のとおり。 

７ 募集要項等の配布 

(１)配布期間  令和元年７月５日(金)～９月４日(水)まで 

  原則、那覇市の公式ホームページからのダウンロードとします。 

８ 説明会の開催 

  業務内容、応募方法、提出書類等について説明会を開催します。 

(１)開催日時  令和元年７月12日(金) 

(２)開催場所  壺屋児童館 

９ お問い合わせ先 

  〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所３階 

  こどもみらい部 こども政策課 （前津、親川） 

  電話：098-861-2110(直通)   ＦＡＸ：098-917-0106 

 

 

災害用備蓄品（資機材）及び災害用備蓄品（食糧品）の購入（沖縄観

光防災力強化支援事業）に係る制限付一般競争入札の実施について（法制契

約課） 

那覇市公告第 216 号  

令和元年７月 18 日  

掲 示 済  

 

 

災害用備蓄品（資機材）及び災害用備蓄品（食糧品）の購入（沖縄観光防災

力強化支援事業）に係る制限付一般競争入札の実施について 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条

の６及び那覇市契約規則（平成 26年那覇市規則第 59号）第４条第１項の規定によ

り、次のように公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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１ 入札に付する事項(２件) 

(１) 件 名  ①災害用備蓄品（資機材）の購入 

         ②災害用備蓄品（食糧品）の購入 

(２) 数  量   別表１のとおり 

(３) 納入場所   別表２のとおり 

(４) 仕  様   入札説明会にて配布致します。 

         （説明会に参加できない場合は、下記連絡先 防災危機管理課

までお問い合わせください。） 

(５) 納入期限   令和２(2020)年 1月 31日（金） 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

入札公告日から開札日までの間、次に定める資格を全て満たすこと。 

(１) 那覇市物品購入等入札参加資格審査及び指名選定要綱第６条第１項の名

簿に登録されている者であること。 

(２) 地方自治法施行令第 167条の４第１項に規定する者に該当しないこと。  

(３) 地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れた者にあっては、その事実があった後２年を経過していること。  

(４) 営業に関し法令上資格等を必要とする場合であっては、それらの資格等を

有していること。 

(５) 代表者又は役員、代理又は媒介をする者その他の関係者が次のいずれにも

該当すること。 

ア 暴力団(那覇市暴力団排除条例(平成 24年那覇市条例第１号。以下「暴排 

条例」という。)第２条第１号の暴力団をいう。以下同じ。)の関係者又は暴 

力団員(暴排条例第２条第２号の暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。 

イ 暴力団又は暴力団員の統制下にないこと。 

ウ 暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

(６) 本市において指名停止の措置を受けていないこと。  

(７) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める 

政令（平成７年政令第 372 号）第２条第２号の欧州連合の供給者

については、上記（１）にかかわらず、次のとおり取り扱うもの

とする。 

上記(１)に係る名簿に登載がない欧州連合の供給者が、那覇市

物品購入等入札参加資格審査申請を行う場合は、次のア～ウの方

法によること。 

ア 申請書配布及び受付期間： 

令和元(2019)年７月 18日(木)～令和元(2019)年７月 31日（水) 

イ 申請書配布方法：当市ホームページからダウンロード  

  ※法制契約課窓口でも受け取ることができます。  

ウ 詳細については、別添「災害用備蓄品（資機材）（食糧品）競

争入札参加資格審査申請要領」に従って申請してください。  

 

３ 契約条項を示す場所  那覇市総務部法制契約課 

 

４ 入札申込方法 

(１) 申込期限  令和元(2019)年７月 31日（水）午後３時 
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(２) 申込先   那覇市法制契約課 物品契約グループ 

別紙①入札申込書を直接持参するか FAXで申込下さい。 

           ※様式については、那覇市ホームページよりダウンロードし

てださい。 

※FAXで申込する場合は、送信後、法制契約課までお電話く

ださい。 

           ※FAXで申込する場合は、後日、原本を法制契約課まで提出

してください。 

 

５ 入札説明会日時・場所 

 ①災害用備蓄品（資機材） ②災害用備蓄品（食糧品） 

日時 
令和元(2019)年８月１日（木） 

午後１時 30分 

令和元(2019)年８月１日(木) 

午後２時 30分 

場所 
那覇市役所本庁舎５階 501会議室 

（沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号） 

 

６ 入札執行の日時など 

(１) 入札の日時・場所・方法 

 ①災害用備蓄品（資機材） ②災害用備蓄品（食糧品） 

日時 
令和元(2019)年８月８日（木） 

午後１時 30分 

令和元(2019)年８月８日(木) 

午後２時 30分 

場所 
那覇市役所本庁舎５階 501会議室 

（沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号） 

方法 直接投函（郵送による入札は不可） 

 

(２) 入札時提出書類 

ア 入札書（本市様式） 

イ 代理人が入札する場合にあっては委任状（本市様式） 

※様式については、那覇市ホームページよりダウンロードしてください。 

 

(３) 本案件については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分

に関する条例第３条の規定に基づき、議会の同意の決議を要するため、落札

決定後は落札者と物品購入仮契約を締結し、議会の同意の議決の日をもって

本契約に切り替わるものとします。 

 

７ 入札保証金  

那覇市契約規則第 8条第 1項第 2号の規定に基づき免除する。 

 

８ 入札の無効に関する事項 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(１) 入札に参加する資格のない者がした入札 

(２) 委任状を持参しない代理人がした入札 

(３) 入札書が所定の日時までに提出されない入札 
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(４) 同一事項について、２通以上の入札書が提出された入札 

(５) 入札者が他の者の代理を兼ね、又は代理人が２人以上の者の代理をしてな

した入札 

(６) 連合その他不正行為によってなされたと認められる入札 

(７) 入札書の表記金額を訂正した入札、又は￥マークの記載がない入札 

(８) 入札書に記名押印を欠いた入札 

(９) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭で判読できない入札 

(10) 入札書の日付を欠いた入札、又は入札の年月日と合わない入札 

(11) 鉛筆等容易に消去可能な筆記用具を使用した入札 

(12) 再度入札（２回目・３回目の入札）の前の入札に不参加の者がした入札 

(13) 郵送による入札 

(14) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

９ 落札者の決定の方法 

(１) 予定価格以内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 

(２) 同額の入札を行った入札参加者が２者以上いる場合は、くじにより落札者

を決定する。 

 

10 質問の方法・回答 

(１) 質問の方法 

別紙②質疑書に質問内容を記載し、下記防災危機管理課に FAXにて提出し 

てください。 

※様式については、那覇市ホームページよりダウンロードしてください。 

※FAX送信後、防災危機管理課までご連絡ください。 

(２) 質問期限 

令和元(2019)年８月５日（月）午後３時 

(３) 質問に対する回答 

令和元(2019)年８月６日（火）午後５時までに入札申込者全員へ FAXにて

回答致します。 

 

11 お問合せ先 

(１) 入札方法に関する事項 

那覇市 総務部 法制契約課 物品契約グループ 

電話 098-951-3253 ＦＡＸ 098-894-8974 

 

(２) 仕様に関する事項 

那覇市 総務部 防災危機管理課 

電話 098-861-1102 ＦＡＸ 098-862-0614 
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個人情報業務届出書の公表について（市民生活安全課） 

那覇市公告第 219 号  

令和元年７月 22 日  

掲 示 済  

 

 

個人情報業務届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第７条第５項及び同施行規則第２条第２項の規定に基づ

き、個人情報業務届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について（市民生活安全

課） 

那覇市公告第 220 号  

令和元年７月 22 日  

掲 示 済  

 

 

 

保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条第４項及び那覇市個人情報保護条例施行規則第８

条の２第２項で準用する同規則第２条第２項の規定に基づき、保有個人情報目的外

利用・提供届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市公告第 244 号  

令和元年８月１日  

一の敷地とみなすこと等の認定の取消しについて（建築指導課） 

 

一の敷地とみなすこと等の認定の取消しについて 

 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条の５第２項の規定に基づき、一の

敷地とみなすこと等の認定を取り消しましたので、同条第４項の規定により、次

のとおり公告します。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

１ 認定取消番号    

那覇市指令ま建指第66-R01認定005号 

 

２ 認定取消年月日   

 令和元年８月１日 

 

３ 対象区域の地名地番 

那覇市宇栄原４丁目577、577-2、577-8、577-9、595、595-3、595-6、 

595-9、595-10、595-11、813-6、813-7 

字宇栄原吹切原869の一部、869-6、877 

字宇栄原我半田原 813、813-4、825-2 

字宇栄原久真安良原 595-8 

 

４ 取消しとなった認定の認定番号及び認定年月日   

第Ｈ27認定通知那覇市00001号 平成27年６月16日 

 

 
 

 

那覇市公告第 245 号  

令和元年８月１日  

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定に関する事項

の縦覧について（建築指導課） 

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定に関する事項の縦

覧について 

 

建築基準法第 86条の２第１項の規定による一の敷地とみなすこと等による制限

の緩和に係る認定をしたので、同条第６項の規定により公告する。その対象区域、

建築物の位置等の事項を表示した図書を一般の縦覧に供する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 



    那 覇 市 公 報    第１７４５号   2019（令和元）年８月１日 

 986 

１ 認定番号 

  那覇市指令ま建指第 66-R01認定 006号 

 

２ 認定年月日 

  令和元年８月１日 

 

３ 対象区域等の地名地番 

那覇市宇栄原４丁目 577、577-2、577-8、577-9、595、595-3、595-6、 

595-9、595-10、595-11、813-6、813-7 

字宇栄原吹切原 869の一部、869-6、877 

字宇栄原我半田原 813、813-4、825-2 

字宇栄原久真安良原 595-8 

 

４ 縦覧に供する場所 

  那覇市役所 都市計画部 建築指導課 

  那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所９階 

 

 

 
 

 

 

消防局訓令 

那覇市消防吏員手帳取扱規程 

 

那覇市消防局訓令第８号  

令 和 元 年 ７ 月 1 2 日  

公 表 済  

 

 

那覇市消防吏員手帳取扱規程を次のように定める。 

 

 

那  覇  市  消  防  局  

                                              局長  島  袋  弘  樹  
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上下水道局告示 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

那覇市上下水道局告示第 12 号  

令 和 元 年 ７ 月 1 6 日  

掲 示 済  

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10条第４号に基づき、次のとおり異動がある

ので告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  

 

指定（登録）番号  第 384号 

      指定工事店名    モリ建設備 

      営業所所在地    沖縄県那覇市首里山川町２丁目 65番地８ 

                102号室 

代表者氏名     西平 守芳 

有効期間      自 平成 27年４月１日 

                至 令和２年３月 31日 

      異動年月日     令和元年６月 14日 

      異動事由      営業所所在地の変更 

 
 

那覇市上下水道局告示第 13 号  

令 和 元 年 ７ 月 1 8 日  

掲 示 済  

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10条第１号に基づき、次のとおり新規がある

ので告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  

 

指定（登録）番号  第 513号 

      指定工事店名    有限会社伊敷工事社 

      営業所所在地    沖縄県糸満市西崎町三丁目 187番地 

代表者氏名     伊敷 繁夫 

有効期間      自 令和元年５月 29日 

                至 令和６年３月 31日 
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選挙管理委員会告示 

投票管理者及び職務代理者の氏名等の変更について 

 

那覇市選挙管理委員会告示第 20 号  

令 和 元 年 ７ 月 1 2 日  

掲 示 済  

 

 

投票管理者及び職務代理者の氏名等の変更について  

 

令和元年７月 21日執行の第 25回参議院議通常選挙における各投票区の投票管理

者及びその職務を代理すべき者として選任した者の住所を次のとおり変更する。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 松 田 義 之 

 

 

投票管理者 
 

投票 

区 
投票所 氏名 

８ 城西小学校 又吉 盛斗 

26 安謝児童館 仲宗根 健 

33 壺川老人センター 古堅 博己 

   
職務代理 

 
投票 

区 
投票所 氏名 

12 大道中央病院 郷 嵩昂 

23 真和志庁舎 比嘉 拓 

36 那覇中学校 玉城 絵里 

40 小禄小学校 比嘉 悠人 

 


